
 

『Ｈ２７年国外財産調書提出状況 総額財産３兆１，６４３億円』 
  

 国税庁ではこのほど、平成２７年分 （平成２７年１２月３１日分） の国外財産調書の提出状況をまとめ

発表した。 

 近年、国外財産の保有が増加傾向にある中で、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が

喫緊の課題となっていることから、国外財産保有者にその保有する国外財産についての申告を促進す

る仕組みとして、国外財産調書の提出制度が創設され、平成２６年１月から施行されている。提出状況の

主な概要は以下の通り。 

 【総提出件数】 ８，８９３件 ※東京局５，７９２件 （６５．１％） 、大阪局１，２２３件 （１３．８％） 、名古屋局

６７３件 （７．６％） 、その他１，２０５件 （１３．５％） 【総財産額】３兆１，６４３億円 ※東京

局２兆３，２７４億円 （７３．６％） 、大阪局３，９２７億円 （１２．４％） 、名古屋局１，７９３億

円 （５．７％） 、その他２，６４９億円 （８．３％） 【財産の種類別総額】 ○有価証券１兆５，

３２７億円 （４８．４％） ○預貯金６，０９０億円 （１９．２％） ○建物３，２５０億円 

（１０．３％） ○貸付金１，８２１億円 （５．８％） ○土地１，２７７億円 （４．０％）○

上記以外の財産３，８７７億円 （１２．３％） ※国外財産調書の提出には、加算

税の軽減措置や過重措置、罰則規定等が講じられている。 

 

『Ｈ２７年所得税・消費税調査 追徴税額いずれも増加－国税庁』 
         

 国税庁はこのほど、平成２７事務年度における所得税及び消費税 （個人事業者） の調査等の状況を

取りまとめた。所得税の実地調査の件数は計６万６千件 （前事務年度６万８千件） 、簡易な接触の件数

は５８万４千件 （同６７万２千件）。合計６５万件のうち、申告漏れ等の非違があった件数は３９万６千件 

（同４６万６千件） であった。実地調査により把握された申告漏れ所得金額は全体で５，２４３億円 （同５，

００８億円） で、簡易な接触によるものは３，５４２億円 （同３，６５１億円） となった。実地調査による追徴税

額は全体で７９８億円 （同７４２億円） で、簡易な接触によるものは２７７億円 （同２６５億円） であった。所

得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は２万７千件 （同３万件） で、うち申告漏れ等

の非違があった件数は２万件 （同２万１千件）。申告漏れ所得金額は１，５４８億円 （同１，

５００億円） となった。 

 消費税の実地調査の件数は計３万５千件 （同３万６千件） 、簡易な接触の件数

は５万３千件 （同５万件） で、合計８万８千件のうち、申告漏れ等の非違があった件

数は６万１千件 （同５万９千件） であった。実地調査による追徴税額は全体で２１５

億円 （同１８６億円） で、簡易な接触によるものは５６億円 （同４７億円） となった。 
 

          出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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